


 

2.3.3 仁淀川にまつわる洪水遺産 

(1) 痕跡の残る床板 

 日高村本郷父原部落の民家で昭和 41 年に旧

家屋を取り壊したときに、床板の裏面に嘉永ニ

年七月十日夜大洪水があり、家座より壱尺六寸

上ると書かれていた。 

 

 

 

 

 

(2) 大洪水水位標柱（日
ひ

高
だか

村
むら

能
のう

津
づ

地区） 

 昭和 20年 10 月に起こった大洪水を後世に伝えるため、日高村能津地区の県道沿い６

部落に石柱が設置された（図 2-4 参照）。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-4 昭和 20年 10 月洪水水位標柱位置図 

 

 

(3) 日高村役場水位標 

昭和 50 年８月洪水では、日高村の平野部の

ほぼ全域が水没した。日高村役場の前には、

人の背丈よりずっと高い位置に当時の水位高

（TP+21.20m）を伝える赤線が引かれた看板が

立てられ、この災害を忘れることなく後世の

人々に伝えられている。 

柱谷
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2.3.4 仁淀川沿川の観光、イベント 

 

(1) 伊野桜づつみ 

 いの町の波
は

川
かわ

堤防では、桜の咲くころ多くの地

域住民が花見等に訪れている。 

   

 

 

  

 

 

(2) 紙のこいのぼり 

 いの町波川の仁淀川橋周辺では、ゴールデンウ

ィーク期間限定で、いの町特産の和紙で作ったこ

いのぼりを仁淀川に泳がせる行事が行われており、

約200匹の大小のこいのぼりが水中を泳いだり会

場周辺を空中遊泳している。 

 

 

(3) 仁淀川まつり 

 いの町の羽根公園で行われる祭りで、町民が参

加し、交流できるイベントとして、300kgの福俵を

引っぱりタイムを競う「いの一番福俵レース」を

はじめ、「鳴子踊り」等が行われる。また夜には約

1000発の花火が打ち上げられる。 

 

 

(4) 大
おお

綱
つな

まつり 

 土佐市高岡町で行われる祭りで、昼間は鳴子踊

りや大綱太鼓の演奏が行われ、夕方から夜にかけ

て、目玉である綱引きが始まる。全長120ｍ、重さ

約２ｔ、胴回り1.8ｍもある大綱を、力自慢の男た

ちが東西に分かれて引き合う豪快な祭りである。 
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(5) わんぱくカーニバル 

 仁淀川町仁淀地区の長
ちょう

者
じゃ

川
がわ

で毎年８月に開

かれるイベントで、多くの子供たちが参加して、

釣り大会やスイカ割りの他、うなぎ、アマゴの

つかみどり、宝探し等が催される。 

  

 

 

(6) 椿山
つばやま

太鼓踊り 

 仁淀川町で行われる椿山の太鼓踊りは、氏仏

堂で安徳幼帝の子守歌として、また平家の武将

や公達（キンダチ）の霊を慰める祭りとして、

毎年古式通りに奉納され、数多くの伝説ととも

に椿山集落の人々に受け継がれている。 

 

 

 

(7) コスモス祭り 

 越知町仁淀川沿いの「宮の前公園」を主会場

に各種イベントが行われる。２haにわたりコス

モスが咲き乱れ、多くの観光客で賑わっている。 

 

 

 

 

(8) 小
こ

浜
はま

キャンプ場 

越知町にある小浜キャンプ場は、キャンパー

達には有名な場所で、広い河原が人気である。

簡易水道、トイレ、炊飯所など、キャンプに必

要な設備はひと通り揃っている。 
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(9) ふれあい菜の花まつり 

いの町沖田で毎年１月下旬から２月上旬に行

われる。約10万本の菜の花が咲き誇り、見渡す

限り黄色いじゅうたんのような景色が見られる。 

 

 

(10) 茶
さ

霧
ぎり

湖
こ

まつり 

毎年８月16日、大渡ダム近辺の仁淀川町観光

センター運動広場において、カラオケ大会や花

火大会、サイコロゲームなど多彩な催しが行わ

れる。 

 

 

(11) 紙の博物館 

土佐の伝統工芸品である土佐和紙の歴史は、

相当古いものとされている。いの町にある紙の

博物館は、土佐観光ルートにも組み込まれてい

る。現在、いの町、土佐市が主力生産地となり、

土佐典具紙をはじめとして用途に応じたさまざ

まな紙が生産されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-5 観光、イベント位置図 
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2.4 自然公園等の指定状況 

2.4.1 自然公園及び自然環境保全地域 

仁淀川流域内には、山と渓谷の自然美を誇る景勝地が数多くあり、観光地・保養地とし

て多くの利用者で賑わいをみせており、国定公園と県立自然定公園がある。これらの自然

公園は、優れた自然の風景をできる限り自然のままの姿で保持するとともに、広く一般の

人々に保健、休養及び教育等のために利用してもらうことを目的として、「自然公園法」、

「愛媛県立自然公園条例」及び「高知県立自然公園条例」に基づき、指定されている。 

 

表 2-7 自然公園等指定地 

公園名 指定年月日 面積（ha） 関係市町村 

石鎚国定公園 30.11. 1  10,932 仁淀川町、久万高原町

皿ヶ嶺連峰県立自然公園 42. 1.25   3,095 久万高原町 

四国カルスト県立自然公園（愛媛県） 39. 3.21   5,360 久万高原町 

横倉山県立自然公園 31. 1.17      67 越知町 

中津渓谷県立自然公園 33. 3.28   1,684 仁淀川町 

安居渓谷県立自然公園 34. 4.21   1,287 仁淀川町 

四国カルスト県立自然公園（高知県） 36. 3.31   1,645 仁淀川町 

工石山陣ヶ森県立自然公園 49. 6.10   2,314.9 いの町 

えひめ自然環境情報図（平成８年）、高知県自然公園等位置図（平成 12年） 

2.4.2 鳥獣保護区 

仁淀川流域には、国設鳥獣保護区が石鎚山系の１箇所指定されており、県設鳥獣保護区

が 19箇所指定されている。 

表 2-8 仁淀川流域鳥獣保護区 

No. 名称 面積（ha） No. 名称 面積（ha） 

① 石鎚山系    10,858 (802) ⑪ 面河第三ダム  52 

② 笠方       600 ⑫ 猪伏 832 

③ 皿ヶ峰三坂峠       540 ⑬ 四国カルスト 227 

④ 岩屋寺      400 (50) ⑭ 別枝 897 

⑤ 大宝寺        10 ⑮ 安居 144 

⑥ 笛ヶ滝        96 ⑯ 高樽 217 

⑦ 芋坂      360 (50) ⑰ 横倉      146 (46)

⑧ 亀谷      231 (40) ⑱ 佐川町西組  55 

⑨ 小田深山     1,421 ⑲ 程野 273 

⑩ 西谷        10 ⑳ 伊野 560 

                  ※（ ）は当該鳥獣保護区域に含まれる特別保護地区面積 

出典：愛媛・高知県鳥獣保護区等位置図（平成 16年度） 
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図 2-6 国立及び県立公園、鳥獣保護区等位置図 
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仁淀川

久万高原町

内子町

西予市

仁淀川町

佐川町

越知町

いの町

（旧吾北村）

（旧伊野町）

土佐市 高知市

上流部

中流部

下流部

日高村

(旧春野町) 

79%

下流部

17%

4%

79%

下流部

17%

4%

中流部

1% 6%

93%

中流部

1% 6%

93%

上流部

1% 6%

93%

上流部

1% 6%

93%

田 畑 宅地 山林 池沼 原野

久万高原町 11.84 11.19 3.49 542.44 0.16 3.2

西予市（旧野村町） 9.71 12.66 2.8 158.48 0.01 3.94

内子町（旧小田町） 1.93 5.26 0.86 131.68 0.02 0.09

仁淀川町 0.991 12.137 1.149 318.608 0 0.075

越知町 2.206 4.345 1.012 103.476 0 0.541

佐川町　 9.508 3.526 2.281 76.978 0.001 0.48

いの町 5.883 8.256 3.248 243.039 0.001 1.489

日高村 3.011 2.32 0.941 37.692 0 0.82

土佐市 12.179 7.682 4.024 67.537 0.02 0.148

高知市(旧春野町) 10.456 2.689 2.592 28.748 0.001 0.454

合  計 67.714 70.065 22.397 1708.678 0.213 11.237

３．流域の社会状況 

3.1 土地利用 

3.1.1 土地利用の概況 

仁淀川流域内の土地利用は、山地がほとんど占めており約 95％、その他水田や畑

地等の割合は約 4％、宅地等が約 1％となっている。 

また、流域に関連する自治体別の土地利用割合(下図表参照)からみても、ほとんど

が山林等で構成されており、宅地や田畑は下流でわずかに見られるだけである。 

表 3-1 自治体別地目土地面積（km2） 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

                ※仁淀川流域に含まれる自治体別土地利用状況(流域外含む) 
                         いの町の数値に関しては旧本川村を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：平成 17 年高知県統計書、平成 17 年愛媛県統計年鑑 

※仁淀川流域に含まれる自治体別土地利用状況(流域外含む) 

山林等 宅地

田畑

山林等 宅地

田畑

凡 例 

図 3-1 仁淀川流域の土地利用状況 
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3.1.2 地目別土地利用の推移 

 (1) 宅地面積 

  流域関係市町村の宅地面積は年々増加しており、40 年間で約２倍に増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-2 宅地面積の推移 

(2) 水田面積 

 流域関係市町村の水田面積は緩やかな減少傾向にあり、40 年間で約８割に減少

している。 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-3 水田面積の推移 

 (3) 畑地面積 

流域関係市町村の畑地面積は、昭和 50 年に大きく減少しており、40 年間で約

半分になっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：高知県統計書、愛媛県統計年鑑 

※仁淀川流域に含まれる自治体別土地利用推移(流域外含む) 

図 3-4 畑地面積の推移 
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昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

市 土佐市 30,772 29,905 30,679 31,677 32,147 31,564 30,723 30,338 30,013

いの町 27,800 25,827 26,683 27,320 27,236 27,191 29,149 27,970 27,068

佐川町 16,546 15,774 15,694 16,113 16,124 15,636 15,148 14,777 14,449

越知町 10,624 9,611 9,032 9,052 8,754 8,234 7,803 7,411 6,952

仁淀川町 17,131 13,736 12,327 11,672 10,333 9,518 8,919 8,189 7,346

久万高原町 27,582 21,432 18,014 16,225 14,760 13,313 12,781 11,887 10,946

村 日高村 6,554 6,232 6,048 6,110 6,341 6,223 6,105 5,968 5,895

町

区分 市町村名
人口（人）

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

110%

120%

昭和40年 昭和45年 昭和50年 昭和55年 昭和60年 平成2年 平成7年 平成12年 平成17年

土佐市 いの町 佐川町 越知町

仁淀川町 久万高原町 日高村

3.2 人口 

仁淀川流域にふくまれる市町村は、３市６町１村であり、平成 17 年における流域

内人口は約 10.5 万人（西予市、内子
う ち こ

町、高知市は除く）である。 

流域全体では人口は減少傾向にあり、上中流部の山間部では過疎化が進行し、人口

は減少の一途をたどっている。下流部の人口は最近では横ばい状態にある。 

 

 

表 3-2 沿川自治体別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

※いの町の数値に関しては旧本川村を除く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※昭和 40 年の人口を 100%にした自治体別における人口の増減の割合 

※流域にわずかしか含まれない西予市、内子町、高知市は除く 

出典：国勢調査 

図 3-5 仁淀川流域の人口推移 
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3.3 産業・経済 

流域の産業構造は、平成 17 年の産業別就業者数の構成比でみると、上流域では農

山村地域が主であることから、中下流域に比べ第１次産業の比率が高く、下流域では、

土佐市を中心に第３次産業の比率が高くなっている。平成 17 年の産業別就業者数の

構成比率を昭和 55 年と比べると、第１次、第２次産業が減少し、第３次産業が増加

しているが、大きな変化は見られない。 

上流部では、森林資源が豊富で林業が主産業となっており、その次に農業が多くな

っている。農業は、久万高原町の山間部の中に開けた平野で、米・葉タバコ・シイタ

ケなどの栽培や養蚕等が行われている。 

中流部は、越知町、佐川町付近にわずかに平野が開けるほかは山地で構成される地

域である。和紙の原料であるコウゾ、ミツマタ、用材としてスギ、ヒノキ等が中流部

一帯の町村から産出されている。シイタケ・茶・シメジ・コンニャク等の栽培も行わ

れ、狭い水田では米もつくられている。また、佐川町では斗賀
と が

野
の

の大平山
おおひらやま

・鳥の巣な

どで石灰石の採掘が行われている。 

下流部では、土佐和紙の発祥地と言われるいの町が、明治・大正期に製紙の町とし

て飛躍的に発展し、現在も土佐市とともに機械製紙工場、手すき製紙工場が操業され

ている。土佐の和紙製造の起こりは明らかでないが、江戸時代にはすでに広く行われ

ており、藩の重要産物の一つとされていた。また、仁淀川流域では芋けんぴの生産が

盛んであり、国内生産の約 50％を占め、日本一を誇っている。化学工業製品として、

高知市で生産されている電解コンデンサ用セパレータは世界シェアの約 70％を占め

ており、世界一を誇っている。 

高岡・弘岡平野では、鎌田
か ま た

用水、吾
ご

南
なん

用水による米作りが行われてきたが、促成栽

培やハウス農園の普及によりきゅうり・なす・ピーマン等の生産が盛んに行われ、京

阪神、東京市場等に出荷されている。特に、流域内のぶんたんの生産量は、高知県の

生産の約 64％を占める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(%) 

図 3-6 産業別就業者の構

出典：国勢調査 
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 3.4 交通 

流域を通る主な幹線道路は、一般国道 33 号が流域の下流から上流に仁淀川に沿っ

て走る主要な幹線道路となっている。また、56 号・194 号・380 号・439 号・440 号・

494 号が流域内を縦横に走り、高知自動車道が流域の下流を通り、地域住民の日常生

活や地域開発に大きな役割を果たしている。 

また、鉄道としては、高松市と四万十町を結ぶＪＲ土讃
ど さ ん

線が下流部を横切っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3-7 仁淀川流域の交通網 
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４．水害と治水事業の沿革 

4.1 既往洪水の概要 

 

表 4-1 過去の主な洪水と被害 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西暦 洪水状況・被害状況

1701 元禄 14年 8月 16日 大　雨
16日、17日洪水、損毛10万余石に及び吾川郡上八川村、清水に山崩れあり8人死、牛馬4匹埋る　[後家年代略記]
未の刻より大雨翌朝まで止まず、17日午刻より大雨処々堤井関破損山崩る [平尾文庫－玉仙院様御行状記]

1849 嘉永 2年 7月 9日 酉年の大水、無上の洪水、山岸大半壊れ、人家の壊れ池川郷内27軒屋舗形無　(池川年代記)
7月 11日 仁淀川大洪水、伊野村人家800戸のうち600戸が被災、うち154戸が流失、16人流死、堤防は30ヶ所決壊、内問屋坂

堤は24間、平堰堤57間、遠堰堤102間が夫々決壊
1890 明治 23年 9月 11日 台　風

九州・四国を横断、佐川稀有の大洪水　中島堤防決壊
1899 明治 32年 7月 8日 台風仁淀川洪水、死者多数、仁淀川中流域900ﾐﾘ近い。仁淀川堤防中島堤欠け13戸流失、流死19人

9月 21日 台風、波川千本杉堤防決壊する
1911 明治 44年 8月 15日 仁淀川大洪水、伊野町電車終点の道路浸水位5尺　(伊野史談)
1931 昭和 6年 9月 26日 台風、仁淀川洪水にて仁淀村地すべりあり、伊野駅東方浸水して汽車不通
1945 昭和 20年 9月 17日 枕先台風

枕先に上陸し米子へぬけた猛烈な台風。雨量長者で607㎜、池川432㎜、大洪水
家屋全・半壊2,364戸、床上浸水2,024戸、床下浸水425戸（高知県全域）

1946 昭和 21年 7月 29日 台　風
豊後水道北上。川内村大内の堤防決壊し、大崎村では山崩れ発生
家屋全・半壊209戸、床上浸水3,570戸、床下浸水1,966戸（高知県全域）

1954 昭和 29年 9月 13日 台風12号
大型台風、雨量長者415㎜、池川410㎜
家屋全・半壊522戸、床上浸水1,720戸、床下浸水7,250戸（高知県全域）

1956 昭和 31年 9月 9日 台風12号
仁淀川大洪水、7～9日の雨量長者768㎜、池川634㎜

1959 昭和 34年 8月 8日 台風6号
四国南端をかすめる。仁淀川大洪水

1960 昭和 35年 4月 20日 低気圧風雨
高岡町時間雨量85ﾐﾘ

1961 昭和 36年 9月 16日 第2室戸台風
室戸岬に上陸。仁淀川大洪水。伊野、中島警戒水位を1m余り上まわった。死者2。

1963 昭和 38年 8月 9日 台風9号　ベス
四国南方海上を北々西進。仁淀川大洪水、水位中島10.6m　(警戒水位7.2m)。災害救助法適用　(中村市、須崎市、
土佐市、日高村、伊野町、越知町等3市4町7村)
家屋全壊3戸、床上浸水1,569戸、床下浸水289戸

1964 昭和 39年 9月 25日 台風20号　ヴィルダ
宿毛北方に上陸、四国中央部を北東進。災害救助法適用、高知市、安芸市、土佐清水市のほか21ヶ村

1965 昭和 40年 9月 15日 前線豪雨　(台風24号)
北上中の台風24号に前線刺激され、県下全体豪雨、各地で危険水位突破

1968 昭和 43年 8月 28日 台風10号
豊後水道から瀬戸内海に入る。仁淀川大洪水となり、満潮と重なり波介川に逆流して泥水が堤防を越水。死者2

1970 昭和 45年 8月 21日 台風10号
佐賀町に上陸し横断して広島東部を日本海に抜ける。仁淀川氾濫、宇佐床上浸水739戸、災害救助法適用、土佐
市、春野町、越知町、伊野町など26市町村

1971 昭和 46年 8月 29日 台風23号
足摺に再上陸して海岸沿いに東進、南国市に再々上陸。県全体強風豪雨に襲われ、伊野町枝川で国道33号浸水。
死者3、災害救助法発令、国税県税減免措置を発表

1975 昭和 50年 8月 17日 台風5号
宿毛市付近に上陸し山口県を北上。災害救助法適用、高知市、土佐市、日高村等19市町村。さらにこれらの市町村
は10月に激甚災害の指定を受ける
家屋全・半壊2,128戸、床上浸水5,272戸、床下浸水1,792戸

1976 昭和 51年 9月 12日 台風17号
鹿児島南々西約240㎞、屋久島付近で足ぶみし、暴風雨圏に広く包み豪雨が数日にわたり記録的な豪雨となった。
日高村、伊野町で浸水家屋。死不明県下4

1982 昭和 57年 8月 26日 台風13号
27日0時20分に宮崎県都井岬に上陸し、周防灘を経て山口県に再上陸し、12時すぎに日本海に入り北進した。波介
川、西畑、用石地区で内水被害が発生し、被災家屋350戸に達した。

1982 昭和 57年 9月 24日 台風19号
宇和島南から愛媛県に上陸し、広島に再上陸して日本海へぬけた。波介川、宇治川、日下川で約520haが内水被害
を受け、約320戸が被災した。

1993 平成 5年 8月 10日 台風7号
本川では護岸、根固工、水制工が被災、支川の宇治川では内水による浸水被害が発生した
床上浸水1戸、床下浸水3戸（宇治川流域）

1997 平成 9年 9月 16日 台風19号
断続的な大雨で、堤体漏水や根固の欠損、支川の日下川、宇治川、波介川では床上浸水12戸、床下浸水142戸の
被害が発生

2004 平成 16年10月 20日 台風23号
高知県土佐清水市に上陸し、安芸市付近を通過した。仁淀川では床上浸水81戸、床下浸水226戸の被害が発生
（土佐市、いの町、日高村）

2005 平成 17年 9月 6日 台風14号
長崎県諫早市付近に上陸し、強い勢力を保ったまま福岡県を通過し日本海を北東に進んだ。春野町、土佐市、いの
町、日高村、佐川町で内水被害が発生
浸水面積16.4ha、家屋全壊1戸、床上浸水74戸、床下浸水105戸（土佐市、いの町、春野町）

2007 平成 19年 7月 14日 台風4号
鹿児島県大隈半島に上陸後、四国の南の海上を通過し、再上陸のないまま太平洋上を北東に進んだ。仁淀川流域
では、床上浸水14戸、床下浸水52戸、浸水面積583haの被害が発生

同

同

年　月　日

出典;高知工事事務所 40 年史・水害統計等
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表 4-2 主な洪水の２日雨量と最大流量 

注) 最大流量は伊野地点におけるダム戻し流量 

    平成 19 年７月洪水のデータは速報値 

  

 

                                            

洪水発生年月日 

西暦 洪水日 
要因 

伊野上流 
２日雨量 

(mm) 

最大流量 

(m3/s) 

1946 昭和21年７月29日 台風 417 11,170 

1954 昭和29年９月13日 台風12号 428 12,700 

1956 昭和31年９月９日 台風12号 332 5,413 

1959 昭和34年８月８日 台風６号 310 4,227 

1961 昭和36年９月16日 第２室戸台風 457 7,285 

1963 昭和38年８月９日 台風９号ベス 530 13,514 

1970 昭和45年８月21日 台風10号 249 6,932 

1975 昭和50年８月17日 台風５号 528 13,461 

1976 昭和51年９月12日 台風17号 564 7,930 

1982 昭和57年８月26日 台風13号 396 9,483 

1993 平成５年８月10日 台風７号 356 9,597 

1997 平成９年９月16日 台風19号 332 10,051 

2004 平成16年10月20日 台風23号 342 10,411 

2005 平成17年９月６日 台風14号 562 12,417 

2007 平成19年７月14日 台風４号 411 10,369 
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4.1.1 昭和 38 年８月台風９号による出水（ベス） 

８月９日 13 時過ぎに宮崎県と大分県の県境付近に上陸し、中心気圧は 968mb で衰弱

しながらゆっくりと九州北部を北西に進み、10 日３時頃 986mb となって門司西方から

日本海上に出た。８日から 10 日までの仁淀川中流域の総雨量は 500～700mm に達した。 

台風９号は、移動速度が遅かったこの台風に伴う洪水の継続時間は長期におよんだ。

台風の本邦への接近に伴い、８日 10 時頃から降り始めた雨は、次第に強さを増し、９

日午前から四国の各河川は増水を始めた。仁淀川では、伊野地点における実績は当時の

計画高水量を上回る 13,514m3/s を観測した。 

仁淀川の家屋浸水被害は、家屋全壊 3 戸、床上浸水 1,569 戸、床下浸水 289 戸に達し

た。 

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

昭和 38 年８月洪水浸水状況 

（波川地区） （用石地区） 
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4.1.2 昭和 50 年８月台風５号による出水 

17 日８時 50 分、台風は高知県宿毛市付近に上陸した。台風の接近とともに、高知県

西部では、17 日未明、愛媛県西部でも早朝から暴風雨圏に入り、四国西部を中心に 20m/s

以上の強風と１時間雨量 10～30mm、３時間雨量 30～100mm の強雨があった。高知県高

岡郡佐川町では、１時間雨量 108mm(12～13 時)、86mm(13～14 時)、88mm(14～15 時)の

降雨を記録した。台風が中国地方へ去った後も、高知県中部から愛媛県中部山間部は依

然として強雨があり、17 日夜半まで続いた。特に、高知県土佐郡鏡村では、1 時間雨量

107mm(16～17 時)、119mm(17～18 時)を観測し、16～17 日の２日間の雨量が、高知県中

部山間部で 500～600mm に達し、所により 600mm を越えた。 

降雨量は、高知県内でも仁淀川流域が最も多く、本川筋では中島堤防の越水をはじめ

堤防決壊、漏水による法面崩壊、堤防亀裂、護岸崩壊等の大被害を受けた。また、支川

波介川の用
もち

石
いし

堤防は決壊(約 100ｍ)を含め、約 1.4km にわたり越水、漏水で全川的に壊

滅的な被害を受けた。さらに、支川の日下川・宇治川・奥
おく

田
だ

川・南の谷川・波介川の各

支川では、内水により平地のほとんどで浸水する大水害となった。 

仁淀川の家屋浸水被害は、家屋全・半壊 2,128 戸、床上浸水 5,272 戸、床下浸水 1,792

戸に達し、戦後最大の浸水被害を記録した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昭和 50 年８月洪水浸水状況 

決壊箇所（３k付近）

波介川 

（土佐市市街地の内水はん濫） （用石地区：本川右岸 3k 付近） 
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4.1.3 平成 16 年 10 月 20 日台風 23 号による出水 

10 月 13 日午前９時にマリアナ諸島付近で発生した台風 23 号は、20 日午後１時頃高知県

土佐清水市に上陸し、強い勢力（中心気圧 955hp、中心付近最大風速 40m/s）を保ったまま

北東に進み、安芸市付近を通過して、紀伊水道から大阪府和泉佐野市付近に再び上陸した。

その後、東海地方を縦断し関東地方に達して、21 日早朝に太平洋へ抜けた。 

仁淀川流域では、18 日の降り始めから 20 日夜半まで

の総雨量が、大渡ダム上流で 320mm、仁淀川中流域で

450mm、下流域で 400mm に達した。 

これにより、仁淀川下流域の土佐市、いの町、日高

村では床上浸水 81 戸、床下浸水 226 戸の浸水被害が発

生した。 

 

 

4.1.4 平成 17 年９月６日台風 14 号による出水 

８月 29 日午後９時にマリアナ諸島付近で発生した台風 14 号は、６日午後２時頃長崎県諫

早市付近に上陸し、強い勢力（中心気圧 960hp、中心付近最大風速 35m/s）を保ったまま北

上し、福岡県福岡市付近を通過し日本海を北東に進んだ。７日午後 11 時半頃には北海道の

渡島半島のせたな町付近に再び上陸、北海道を縦断しオホーツク海へ抜けた。 

仁淀川流域では、4 日の降り始めから 7 日昼までの総

雨量が、大渡ダム上流で630mm、仁淀川中流域で640mm、

下流域で 780mm に達した。 

これにより土佐市、いの町、春野町では家屋全壊 1

戸、床上浸水 74 戸、床下浸水 105 戸が発生した。 

 

 

4.1.5 平成 19 年７月 14 日台風４号による出水 

７月９日午前３時にフィリピンの東海上カロリン諸島で発生した台風４号は、14 日午後 2

時頃鹿児島県大隅半島に上陸時し、上陸時の中心気圧は 945hp と、７月に上陸した台風とし

ては 1951 年に統計を取り始めて以来、最大の勢力を記録した。上陸後も強い勢力（中心気

圧 960hp、中心付近最大風速 40m/s）を保ったまま時速 35km の速さで北東に進み、四国の南

の海上を通過した。その後、本州への再上陸はないまま太平洋上を北東に進んだ。 

仁淀川流域では、12 日の降り始めから 15 日昼ごろ

までの総雨量が、大渡ダム上流で 390mm、仁淀川中流域

で 570mm、下流域で 510mm に達した。 

仁淀川流域では、土佐市などで床上浸水 14 戸、床下

浸水 52 戸の家屋浸水被害が発生した。 

平成 19 年７月洪水浸水状況 

平成 17 年９月洪水浸水状況 

平成16 年 10 月洪水浸水状況 

（加田地区：本川左岸 13.5k 付近） 

（蓮池地区：土佐市市街地の内水はん濫）

（高岡地区：土佐市市街地の内水はん濫）
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4.2 治水事業の沿革 

4.2.1 治水計画の変遷 

仁淀川の下流域の河道は、かつては流れが幾つもに分かれ、洪水のたびにはん

濫を繰り返し、地域に甚大な被害を与えていた。仁淀川の治水対策に関し、古く

は室町時代末期の吉良堤
き ら て い

、万々サキ堤
ま ま さ き て い

等の築造の記録が残されているが、この時

期の対策は、部分的なものであったと考えられる。 

仁淀川本川の広域的な治水事業は、安土桃山期に仁淀川下流域を勢力下に置い

た長曽我部元親
ち ょ う そ か べ も と ち か

（天正３年(1575 年）に高知県全土を統一）が、堤防工事を行っ

たことに始まり、関ヶ原合戦後の慶長６年(1601 年)に国主として入国した

山内一豊
やまのうちかずとよ

へと受け継がれ、その後の土佐藩奉行職野中
の な か

兼山
けんざん

(1631～1663 年在職)

による治水、かんがい事業へとつながる。 

野中兼山の計画は、仁淀川下流の流れを概ね現在の位置に統合し、伊野下流両

岸に長大な堤防を築いて治水対策を行うとともに、八田堰等の取水堰や吾南用

水・鎌田用水を建設して、かんがいを行い、左右岸に広がるはん濫原を開墾して

新田開発するという壮大なものであり、現在の仁淀川と沿川地域の礎となってい

る。 

しかしながら、この時代の治水対策は十分とは言えず、嘉永２年(1849 年)の大

洪水では沿川各所で堤防決壊が発生し、各地区に洪水痕跡が残される等、甚大な

水害となったことが記録されている。 

仁淀川の近代的な改修は、昭和 18 年７月、同 20 年９月（枕崎台風）と相次ぐ

大洪水により甚大な洪水被害が発生したことに鑑み、昭和 21 年度から高知県が

中小河川改修事業に着手し、さらに昭和 21 年７月洪水による水害の再発を契機

として、昭和 23 年度に直轄河川改修事業に移行したことにより始まる。 

直轄河川改修以降、仁淀川の管理は、仁淀川に先んじ昭和 21 年 11 月から直轄

河川の指定を受けていた物部川とともに、内務省中国四国土木出張所物部川事務

所を建設省設置に伴い名称変更した建設省中国四国地方建設局高知工事事務所

が併せて担当することになった。 

直轄河川改修事業着手時の計画では、明治 23 年洪水等に対応するため、伊野地

点での計画高水流量を 12,000m3/s とし、伊野地点から河口までの約 12km の堤防

の嵩上げおよび断面拡幅と本川下流部、波介川の河道掘削に重点を置いたもので

あった。その後改修は、計画的に進められたが、昭和 29 年９月台風 12 号、戦後

最大流量を記録した同 38 年８月台風９号と計画高水流量を上回る規模の洪水が

発生し、これらの洪水により甚大な浸水被害が発生した。 

その後、昭和 39 年に新河川法が制定され、昭和 41 年には仁淀川が一級水系に

指定されたことに伴い工事実施基本計画を策定した。同計画では、計画高水流量

を超過した昭和 38 年８月台風９号による洪水を考慮して、基準地点伊野における
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基本高水のピーク流量を 13,500m3/s に増嵩し、増分 1,500m3/s は、新たに建設す

る大渡ダムによって洪水調節を行うこととして、計画高水流量は従来どおりの

12,000m3/s とした。この計画を踏まえ、大渡ダムは、昭和 43 年に建設着手し、

昭和 61 年に完成した。 

また、昭和 50 年８月台風５号は、仁淀川の中下流域に記録的な豪雨をもたらし、

戦後第２位となる大洪水となり、平地のほとんどが水没するという大水害が発生

した。この大水害を契機として、日下川、波介川及び宇治川で全国初となる直轄

河川激甚災害対策特別緊急事業に採択され、日下川放水路、波介川水門の新設、

宇治川排水機場の増設が行われ、各支川の治水対策は大きく進展した。また、こ

の洪水では、波介川右岸の用石堤防が決壊し、本川右岸の高岡堤防で漏水、法崩

れにより決壊寸前の状態となり、鶴
つる

若
わか

堤防でも大規模な漏水が発生するなど、堤

防の被災があいついだ。このため、これらの地区について、緊急的に漏水対策等

の堤防補強を実施した。 

直轄河川激甚災害対策特別緊急事業の完了後、仁
に

ノ
の

、伊野、田ノ浦
た の う ら

堤防の補強

工事に順次着手し、昭和 61 年度からは昭和 57 年８月等洪水により、漏水が頻発

した伊野堤防、八田堤防等の漏水対策工事を実施した。 

平成元年３月には、昭和 50 年８月台風５号による大水害を踏まえ、流域内の

開発状況等を考慮して、計画規模を 1/50 から 1/100 に上げて、基準地点伊野に

おける基本高水のピーク流量を 17,000m3/s とし、このうち上流ダム群により

3,000m3/s を調節して計画高水流量を 14,000m3/s とする工事実施基本計画に改定

した。さらに、宇治川流域では、平成５年に５度も家屋浸水が発生し、特に、11

月の前線の通過に伴う出水で大きな水害が発生したことを契機に、頻発する家屋

浸水被害に対処するため、平成７年に直轄床上浸水対策特別緊急事業に着手する

とともに、宇治川に関する工事実施基本計画の部分改定を行った。これらの措置

により、河道改修による宇治川の流下能力の増強をはじめ、平成 13 年度には宇

治川排水機場の増設、平成 18 年度には新宇治川放水路が完成した。 

以降、工事実施基本計画に基づき、頻発する浸水被害の解消のため、本支川の

整備を進めており、また、平成 16 年台風 23 号、平成 17 年台風 14 号と水害が続

いたことを踏まえ、直轄床上浸水対策特別緊急事業として波介川河口導流事業を

実施している。 
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表 4-3 仁淀川の計画の変遷 

年度 計画 概要 計画安全度 

昭和23年 当初計画 直轄改修事業を開始した時点での改

修計画。 

河口から伊野町に至る本川の13kmと

支川波介川の土佐市初田から本川合流

点に至る2.1kmの間で、旧堤の腹付け、

嵩上げによる補強を行うほか、本川下流

部及び波介川河道掘削に重点をおいた

計画。 

 計画高水流量：12,000m3/s（伊野） 

明治23年７月洪水 

（流量不明） 

昭和28年 昭和28年度以降 

総体計画 

当初計画に田ノ浦、菅堤防を追加して

昭和28年度以降総体計画を策定した。

計画の大要は概ね当初計画を踏襲した。

 計画高水流量：12,000m3/s（伊野） 

同上 

昭和38年 昭和38年度以降 

総体計画 

昭和38年８月洪水も考慮して、次の主

要事項について総体計画を追加変更し

た。 

・左岸仁西地先を追加し、仁西及び新

居地先に高潮堤防を施工する。 

・西畑地先を締切堤とする。 

・仁淀川橋嵩上、その他附帯工事を追

加する。 

・波介川地区の内水対策として一部の

掘削等の計画を追加する。 

 計画高水流量：12,000m3/s（伊野） 

同上 

             

昭和41年 工事実施基本計画 昭和38年８月に計画高水流量を超え

る洪水が発生し、昭和41年の一級河川

の指定を受け、計画を再検討した結果、

基準地点伊野における基本高水のピー

ク流量を改定し、その増分は大渡ダムに

よって洪水調節を行う計画。下流河道の

計画高水流量は従来どおり。 

 基本高水のピーク流量： 

           13,500m3/s（伊野） 

 計画高水流量：12,000m3/s（伊野） 

1/50 

（基本高水は、昭和

38年８月型） 

平成元年 工事実施基本計画 

（改定） 

現行の計画。 

昭 和 50年 ８月 洪 水 及 び流 域 の社 会

的、経済的発展に鑑み、治水安全度の

見直し等により、工事実施基本計画の全

面改訂を行った。 

 基本高水のピーク流量： 

           17,000m3/s（伊野） 

 計画高水流量：14,000m3/s（伊野） 

1/100 

（基本高水は、昭和

50年８月型） 
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当初計画（昭和 23 年） 

 ・建設省の直轄工事 

 

 

 

 

 

 

 

仁淀川水系工事実施基本計画（昭和 41 年） 

 ・新河川法適用による一級水系指定 

 ・計画規模 1/50 

 ・工事実施基本計画の策定による大渡ダム建設の位置付け 

 

 

 

                                               

                                                    

 

 

 

 

 

 

仁淀川水系工事実施基本計画（平成元年、現計画） 

 ・計画規模 1/100 

 ・上流ダム群による洪水調節 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

太 

　

平 
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（ ）基本高水流量
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波
介
川

900

：基準地点
図 4-1 計画流量の変遷
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介
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暫定堤
25%

未施工
20%

完成堤
55%

完成堤

暫定堤

未施工区間

基準地点

凡　　例

4.2.2 治水事業の沿革 

 (1) 堤防整備状況 

現在、完成堤防の整備率は 55％、暫定堤防の整備率は 25％、未施工区間は 20％

となっている。無堤区間である加田地区や、暫定堤区間の谷地区等では浸水被害が

多発している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-2 堤防の整備状況 

 

 

堤防整備率（H19.3月末時点）
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6,000 3,800

-2,200

13,500
(12,000)

太
平
洋

大渡ダム
● 伊野

時間 t

流量(m
3
/s)

6,000

3,000

0

調節開始流量 2,100m
3
/s

最大流入量 6,000m
3
/s

最大放流量 3,800m
3
/s

カット前

治水安全度：1/60

(2) 大渡ダム計画 

仁淀川の直轄改修事業は、昭和 23 年に始まり、その計画高水流量は明治 23 年７

月洪水を基本とし、基準地点伊野から河口まで 12,000m3/s として事業化されてき

た。しかし、その後 10,000m3/s を超える洪水が相継ぎ、特に昭和 38 年８月洪水の

実績流量は計画高水流量を上まわる 13,500m3/s を記録し、沿川の家屋被害は流失・

浸水戸数 1,861 戸にも及んだ。そこで、仁淀川が一級水系に指定されたことに伴い

策定された工事実施基本計画（当初計画）では、昭和 38 年８月洪水を主要な対象

洪水として、基本高水ならびに河道およびダムへの配分について検討した結果、基

準地点伊野における基本高水のピーク流量を年超過確率 1/60 に相当する

13,500m3/s とし、現在の河道流量配分 12,000m3/s を変えずにその超過分 1,500m3/s

を上流の大渡ダムによって調節する計画とした。 

これにより、大渡ダムでは、ダム地点における計画高水流量 6,000m3/s のうち

2,200m3/s を調節し、3,800m3/s を放流するものとし、調節開始流量は、下流無害

流量に相当する 2,100m3/s とし、この流量以上を一定率（0.436）一定量（3,800m3/s

放流）方式で調節することとした。大渡ダム建設計画は昭和 43 年に決定され、同

年に着工、昭和 61 年に完成して、現在このルールで運用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-3 大渡ダム洪水調節計画図 

 

 

 

 

 

 

図 4-4 仁淀川流量配分図 
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  (3) 波介川の浸水対策の推進 

波介川は、仁淀川河口より 2.2km 付近で合流する右支川で、流域面積 73.3km2、

幹川流路長 19.0km の一級河川であるが、沿川の平野は、本川の洪水位より地盤が

低く本川から離れるに従い低くなる地形となっており、本川の背水影響を受けて洪

水が流出しにくく、古くから頻発する内水被害に悩まされてきた。このため昭和

42 年に波介川合流点を河口まで下げ、仁淀川からの逆流の影響を除き、洪水を

安全に流下させる波介川河口導流事業が計画された。 

昭和 50 年８月洪水では、比較的標高の高い土佐市市街地を含め、平地部のほと

んどが水没する大水害が発生し、用石堤防が越水により決壊した。これによる被害

は、浸水面積 1,590ha、浸水家屋 3,354 戸にも達した。 

昭和 50 年８月洪水の被害を受け、昭和 51 年に波介川改修計画の再検討を行

い、波介川激甚災害対策特別緊急事業が採択された。この事業により逆流防止

の波介川水門を設置し、仁淀川本川からの逆流を防止した。しかしながら、逆

流防止のみでは波介川からの流出量の十分な排水は困難であり、根本的な対策

としては不十分であった。このため、昭和 50 年８月洪水での被災状況や対策

経緯を考慮して昭和 59 年に河口導流事業計画を変更し、昭和 60 年に事業着手

した。 

その後、着工まで約 20 年間に渡り難行したが平成 16 年に工事着手された。

また、土佐市街地を含め浸水面積 533ha、浸水家屋 111 戸の被害が発生した平

成 17 年９月洪水など、近年の浸水被害を踏まえ、平成 19 年度より直轄床上浸

水対策特別緊急事業として実施中である。これにより、波介川の水はけが良く

なり平成 17 年９月洪水程度に対し、浸水被害を大幅に軽減させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-5 波介川河口導流事業 
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 (4) 宇治川の浸水対策の推進 

宇治川流域は、宇治川沿川の平野が本川の洪水位より地盤高が低く、本川から離

れるにしたがって地盤が低くなる地形であるため、浸水被害の多発地帯となってい

る。 

昭和 50 年８月には、約 2,700 戸が浸水する大きな被害を出し、この災害を機に、

河川改修はもとより、早
さい

稲
な

川放水路、宇治川排水機場の整備や関係機関による流域

内の地下貯留施設の建設や宇治川流域盛土指導要綱の制定等さまざまな治水対策

を講じてきた。しかしながら、これら施設の効果を持ってしても治水対策は十分と

は言えず、依然として毎年のように浸水被害を受けてきた。 

昭和 50 年以降における宇治川流域の浸水状況とその被害を図 4-6 に示したが、

平成 16 年までの 30 年間に 38 回、のべ浸水家屋は約 6,950 戸にも及んでいる。ま

た、平成５年には１年間に５回も浸水するという大きな被害が発生している。こう

した宇治川流域の慢性的な浸水被害の主な原因は次の３つと考えられる。 

 

① 浸水しやすい地形（通常とは逆に上流ほど

地盤高が低く、河川勾配が非常に緩い） 

② 仁淀川の水位上昇による排水不良 

③ 宇治川流域は多雨地帯 

     

〔宇治川床上浸水対策特別緊急事業計画〕 

こうした宇治川流域の特性を踏まえ、慢性的

な浸水被害を軽減、解消することを目的として、

集中的に治水施設の整備を行うこととし、平成

７年度に宇治川床上浸水対策特別緊急事業に

着手した。 

①排水ポンプの増設 

仁淀川の水位上昇に伴う宇治川の排水不良

による浸水被害を軽減・解消するため、宇治川

排水機場（30m3/s）に 10m3/s の排水ポンプを増

設。 

   ②新宇治川放水路の建設 

宇治川の洪水流出による浸水被害を解消するため、新たに 55m3/s の排水能力を

持つ新宇治川放水路を建設。 

   ③河道の改修 

宇治川のはん濫防止と排水ポンプや新宇治川放水路の効率化を図るため、現宇治

川の断面積を広げる河道整備を実施。 

図4-6 宇治川流域浸水被害一覧

※数値は全浸水家屋数 
  （ ）書きは床上浸水家屋数 
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事業は、平成 12 年３月に排水機場増設（10m3/s）、平成 19 年３月に新宇治川放

水路（55m3/s）の新設を竣工して完了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-7 宇治川床上特緊事業の計画概要図 

 

 

  

  

放水路吐口部 放水路トンネル断面 

放水路呑口部 
宇治川排水機場 

河道改修 
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５．水利用の現状 

5.1 水利用の沿革 

5.1.1 野中兼山とかんがい事業 

仁淀川の広域的な治水事業が長曽我部元
ち ょ う そ が べ も と

親
ちか

により始められ、山内一
やまのうちかず

豊
とよ

に受け継が

れ、その後の土佐藩奉行職野中
の な か

兼山
けんざん

による治水、かんがい事業へとつながる。 

その治水工事としては、東岸は伊野、西岸は大内以南に長大な堤防を築き奔放で

乱脈をきわめる流れを整理し洪水のあふれるのをおさえて水害を防止し、それまで

の一面の氾濫原を開墾して沃土に変える計画であった。 

慶安元年（1648 年）、まず弘岡堰（現八田堰の前身）と八田川（一名弘岡井筋）の

工事に着手し、５カ年を要して承応２年（1653 年）に完成した。ついで翌々年の明

歴元年（1655 年）に鎌田溝（現在の鎌田用水路）及び鎌田井筋の工事に着手し明歴

２年に完成した。 

 なお鎌田溝は一旦完成したが、 

万治元年（1658 年）から同２年に 

かけて掘替工事が行われている。 

こうして仁淀川より東岸に注 

ぐのが八田川、西岸に注ぐのが 

鎌田溝となり、両川及び支川に 

よるかんがいは 1,549 町歩におよ 

び、野中兼山の事業としては物 

部川に次ぐ大規模なものであっ 

た。その幹川及び支川の延長な 

らびにかんがい面積は表 5-1 のと 

おりである。 

表 5-1 八田川（吾南用水）及び鎌田溝（鎌田用水）の延長、かんがい面積 

名 称 所在地 目 的 延 長 かんがい面積 

 

八田川（吾南用水） 

（重要支流） 

・諸木井筋 

・川窪井筋 

・南川井筋 

・北川井筋 

 

吾川郡 

 

〃 

〃 

〃 

 〃 

 

かんがい舟運 

 

〃 

かんがい 

〃 

〃 

里丁間 km 

 6.14.25.(21.1) 

 

 2.14.00.( 9.4) 

   19.00.( 2.1) 

   25.00.( 2.7) 

 24.00.( 2.6) 

町反畝 ha 

862.2.7.(854) 

 

414.7.0.(410) 

 48.2.0.( 48) 

191.6.0.(190) 

99.4.0.( 98) 

鎌田溝（鎌田用水） 

（重要支流） 

・蓮池溝 

・中島溝 

合計 

高岡郡 

 

〃 

 〃 

 

〃 

 

〃 

  〃 

 

 5.24.32.(22.3) 

 

 1.12.21.( 5.3) 

   29.58.( 3.3) 

12.02.57.(47.4) 

687.1.7.(680) 

 

本流に合算 

〃 

1,549.4.4.(1,534)

図 5-1 野中兼山関係用水路 

出典：高知県史 

鎌田溝井筋 八田川

八田堰

鎌田堰
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5.1.2 道前
どうぜん

道後
ど う ご

水利総合開発事業 

道前道後水利総合開発事業は、愛媛県の中央部に展開する道前平野（西条市外４

町 4,417ha）及び道後平野（松山市外１市４町 8,782ha）を対象とし、仁淀川水系割
わり

石
いし

川に面河ダムを設け、かんがい用水の補給を行うとともに、分水途中の落差を利

用して水力発電（３カ所）を行い、また、松山市及び松前町の工業地帯に対する工

業用水を供給するものである。 

事業主体は、農業水利事業を農林省が、発電及び工業用水道事業は愛媛県が施行

し、昭和 32年に着工し昭和 45年に農業専用施設の完成を最後に全施設が完成した。 

 

5.1.3 大渡ダム建設事業 

 仁淀川の流況は豊渇の差が著しく、その河状係数は 1,700 にも達し、下流沿岸に

おけるかんがいその他の既得水利は、渇水の危険に度々おびやかされてきた。そこ

で大渡ダムによって抜本的な流況調整を行い、下流の既得水利の不安を解消すると

ともに、従前の流況（11 ヵ年最小第２位）や伏流水の利用などを考慮した河川維持

用水を確保することとした。 

 また、高知市上水道事業は、大正 14 年に創設されてから第１期第２期拡張を経て

日最大給水量は 40,000m3/日となっているが、高知市周辺の発展および人口集中は給

水量の増加を要求し、第３期拡張事業として昭和 40 年度の計画給水量を 60,000m3/

日と定め、その水源対策を鏡川総合開発事業に求めている。しかし、その後の必要

給水量の増加は著しく、高知市は４期拡張計画を設定した。その計画では、計画年

次である昭和 50 年における日最大給水量は 180,000m3/日と考えられ、その水源は鏡

川（60,000m3/日）と仁淀川（120,000m3/日）に求められ、大渡ダムがこの役をにな

うことになった。さらにこのダムによる落差を利用して大渡発電所を設置し電力の

増強を図ることとした。 

平成９年に高知上水の取水施設が完成し、八田堰上流地点より高知市に 0.695 m3/s

の水道水の供給が始まった。   

 

5.1.4 発電 

近代に入りエネルギー源として電源開発が行われるようになり、仁淀川における

水力発電は、明治 44年 8月に伊予水力電気(株)が黒川第一発電所を建設したのが最

初であった。 

 その後、電力会社も合併や戦時中の統制などによる再編成の変遷を受けながらも

次々に電源開発が行われた。また、吉野川から仁淀川への分水、仁淀川から愛媛県

の道前道後への分水に伴う発電所の新設、大渡ダム建設事業に伴う改築等も行われ、

現在は愛媛県、高知県、四国電力(株)によって 20 の発電所が最大出力約 198,000kW

の発電を行っている。 
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図 5-2 仁淀川水系発電所施設位置図 

 

表 5-2 発電用水利 

発電所 方式 
認可出力 

(kW) 

使用水量 

(m3/s) 

有効落差 

(m) 
水利使用者 

道前道後第一 

道前道後第二 

道前道後第三 

面 河 第 一 

面 河 第 二 

第 五 黒 川 

小 村 

柳 谷 

面 河 第 三 

岩 屋 川 

大 渡 

名 野 川 

土 居 川 

加 枝 

仁淀 川第 三 

桐見ダム管理用 

分 水 第 一 

分 水 第 二 

分 水 第 三 

分 水 第 四 

貯水池 

貯水池 

貯水池 

流 込 

流 込 

流 込 

調整池 

調整池 

調整池 

流 込 

貯水池 

流 込 

流 込 

調整池 

調整池 

貯水池 

流 込 

流 込 

流 込 

流 込 

 3,500 

11,000 

10,600 

 7,000 

 1,600 

 5,300 

 2,900 

23,000 

22,000 

 1,800 

33,000 

 1,200 

 1,400 

 9,700 

10,000 

  600 

26,600 

7,800 

10,900 

8,100 

 6.90 

 6.90 

 6.90 

 9.79 

 9.46 

 3.50 

 7.79 

13.00 

50.00 

 0.93 

45.00 

 0.89 

 3.61 

29.25 

44.00 

 2.00 

11.13 

12.52 

14.75 

16.00 

 64.30 

195.70 

188.60 

 91.19 

 21.40 

192.92 

 47.30 

210.69 

 52.00 

251.59 

 84.90 

184.57 

 48.80 

 39.50 

 26.45 

 42.48 

298.50 

 74.37 

 90.00 

 58.20 

愛媛県 

愛媛県 

愛媛県 

四国電力(株) 

四国電力(株) 

四国電力(株) 

四国電力(株) 

四国電力(株) 

四国電力(株) 

四国電力(株) 

四国電力(株) 

四国電力(株) 

四国電力(株) 

四国電力(株) 

四国電力(株) 

高知県 

四国電力(株) 

四国電力(株) 

四国電力(株) 

四国電力(株) 

面河ダム 面河第三ダム 大渡ダム

筏津ダム
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 5.2 水利用の現状 

 仁淀川の水利用は、上流部では発電用水、農業用水、工業用水等に利用され、加田

から下流では農業用水、水道用水等として利用されている。 

利用量としては発電用水が最も多く、現在、大正 10 年に完成した土居
ど い

川発電所をは

じめ、柳谷
やなだに

発電所等 20 箇所の発電所により最大出力約 198,000kW を発電している。 

その次に農業用水が多く、そのかんがい面積は約 14,000ha に及んでいる。 

 

 

  表 5-3 仁淀川水系水利用現況 

種 別 件 数 
最大取水量 

（m3/s） 

許可 34 10.701※1 

慣行 468 39.852 農業用水 

小計 502 50.553 

許可   9 0.806 

慣行   6 0.046※2 水道用水 

小計  15 0.852 

許可   6 1.350 

慣行   3 0.045※3 工業用水 

小計   9 1.395 

発電用水 許可  20 294.320 

許可   5 0.019 

慣行  14 －※4 雑用水 

小計  19 0.019 

合計  565 347.139 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

農業用水 水道･工業･雑用水 発電用水

発電用水

294.32m3/s，84.8％

農業用水

50.553m
3
/s，14.6％水道･工業･雑用水

2.266m3/s，0.6％

図 5-4 利水現況概要図 

出典：水利台帳、高知県・愛媛県資料 

※ 1：468件中 314件取水量不明 

※ 2：6件中 4件取水量不明  

※ 3：3件中 1件取水量不明 

※ 4：14 件中 14件取水量不明  

許可：許可水利権  

慣行：慣行水利権 

図 5-3 利水の内訳
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八田堰

●関西砂利㈱
　　(0.025）

←上八川川

←宇治川

波介川→

★柳瀬病院用水(0.000578）
■楠の瀬揚水機(0.0087）
●鹿敷製紙工業用水(0.016）

□吾南用水(6.5）

分水第2発電所
　　　(12.52）
　　　　▼

分水第1発電所
　　(11.13）
　　　　▼

分水第3発電所
　　(14.75）
　　　▼

　　　▼
　(16.00）
分水第4発電所

▲高知市水道(0.695）

用石須賀用水(0.09）□

日下川→

東洋オリビン工業(0.00033）●

◎
加
田

太平洋

○西岡寅八郎取水施設(0.004）

仁
淀
川

区分 許可 慣行

水道 ▲ △

工水 ● ○
農水 ■ □

雑用水 ★ ☆

発電 ▼

●片岡産業(0.015）

柳瀬川→

坂折川→

←土居川

←中津川

←黒藤川

長者川→

岩屋川

黒川→

久万川→

直瀬川→

割石川→

★仁淀高プール用水(0.00486）

▼土居川発電所(3.61）

▼名野川発電所(0.89）

加枝発電所(29.25）▼

▼道前道後一発電所
(6.90）

面河第一発電所
　　　　　(9.79）▼

面河第二発電所
　　　　　(9.46）▼

第五黒川発電所
(3.50）

▼

▼
(7.79）

小村発電所

面河第三発電所(50.00）▼
岩屋川発電所(0.93）▼

▼大渡発電所(45.00）

▼仁淀川第三発電所(44.00）

柳谷発電所
(13.00）

▼

筏津ダム

大渡ダム

面河第3ダム

面
河
ダ
ム

吉野川水系

中山川水系

農水3用水(0.003）□
鎌田用水(6.8）□

敷島紡績工業用水(0.0414）○
錦山観光開発㈱取水施設(0.0042）△

農水2用水(0.04）□
中央簡易水道取水施設(0.0416）△

柳
谷
ダ
ム

▼
▼

道前道後三発電所
(6.90）

道前道後二発電所
(6.90）

桐
見
ダ
ム

桐見ダム管理用水力発電所(2.00）▼

図 5-5 仁淀川水系の主な水利模式図

（ ）内の数値：許可及び届出水利権量（m3/s） 
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昭和63年 67% 96日

平成1年 49% 45日

平成2年 26% 45日

平成3年 － －

平成4年 8% 6日

平成5年 － －

平成6年 38% 19日

平成7年 60% 51日

平成8年 67% 110日

平成9年 50% 23日

平成10年 60% 18日

平成11年 － －

平成12年 － －

平成13年 44% 11日

平成14年 － －

平成15年 － －

平成16年 － －

平成17年 40% 55日

平成18年 60% 68日

渇水年
9月 12月

取水制限期間

10月 11月7月 8月

最大
制限率
（％）

制限日数
(日）1月 2月 3月 4月 5月 6月

5.3 渇水の状況 

仁淀川流域では、大渡ダム完成以降 20 年間のうち 12 ヵ年で取水制限を行っている

いるものの、ダムの枯渇や断水等の大きな被害には至っていない。 

 

表 5-4 仁淀川流域における渇水状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

大渡ダム（平成 17年渇水） 
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６．河川の流況と水質 

6.1 河川流況 

 仁淀川水系の各流量観測所の実績流量の流況を表 に示す。加田地点における実績

流況は、昭和 50 年～平成 17年までの 31 年間の平均で低水流量約 29.05 m3/s、渇水流

量 17.78m3/s となっている。 

 

表 6-1 加田地点の平均流況表 

地点名 
流域面積 

(km2) 
年 

平水 

(m3/s) 

低水 

(m3/s) 

渇水 

(m3/s) 

仁淀川 加田 1,415.5 S50～H17 48.33 29.05 17.78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 6-1 仁淀川（加田地点）の流況 
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ＡＡ

Ａ
波
介
川

日
下
川

宇
治
川

柳
瀬
川

坂
折
川

Ｂ

Ｃ

ＡＡＡ

仁淀川

八田堰

大渡ダム

坂折沈下橋

中仁淀沈下橋

黒岩橋 国岡橋 小野橋

波介川橋

音竹

伊野水位観測所

八田堰

水域の名称 水域の範囲 類型 達成期間 指定年月日 環境基準地点 備考

仁　淀　川
愛媛県境より

下流全域
AA 直ちに H12.3.14

中仁淀沈下橋
伊野水位観測所
八田堰(1)流心
八田堰(2)左岸

波介川上流
火渡川合流点

より上流
A 直ちに S47.8.1 波介川橋

波介川下流
火渡川合流点

より下流
B

5年を越える期間で
可及的すみやかに

S47.8.1 小野橋

日　下　川 全域 A 直ちに S47.8.1 国岡橋

柳　瀬　川 全域 A 直ちに S47.8.1 黒岩橋

坂　折　川 全域 A 直ちに S47.8.1 坂折沈下橋

宇　治　川 全域 C
5年を越える期間で
可及的すみやかに

H4.4.1 音竹

6.2 河川水質 

仁淀川水系における水質汚濁に係わる環境基準の類型指定は表 6-2、図 6-2 に示すとお

りである。仁淀川の水質は経年的に BOD75％値でみると図 6-3、6-4 に示すとおり、本川

下流、宇治川、波介川で改善傾向を示し、近年ほぼ全ての観測所で環境基準を達成して

いる。 

今後の水質については、現在改善傾向が認められることに加え、流域内において公共下

水道の整備が進められていることから、良好な状態が続くものと考えられる。 

 

表 6-2 仁淀川水系の環境基準類型指定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

凡　　　例

ＡＡ

Ａ

Ｂ

Ｃ

ＡＡ類型

Ａ類型

Ｂ類型

Ｃ類型

堰

環境基準地点

太
平
洋

小野橋

図 6-2 仁淀川水系の環境基準類型指定状況 
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図 6-3 仁淀川の水質（BOD75％値の経年変化）本川 

仁淀川

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

中仁淀沈下橋 環境基準河川AA類型

仁淀川

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

伊野 環境基準河川AA類型

仁淀川

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

八田堰（1）流心 環境基準河川AA類型

仁淀川

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

八田堰（2）左岸 環境基準河川AA類型

環境基準河川 A 類型：2.0mg/L 

環境基準河川 AA 類型：1.0mg/L 

環境基準河川 A 類型：2.0mg/L 

環境基準河川 AA 類型：1.0mg/L 

環境基準河川 A 類型：2.0mg/L 

環境基準河川 AA 類型：1.0mg/L 

環境基準河川 A 類型：2.0mg/L 

環境基準河川 AA 類型：1.0mg/L 
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図 6-4 仁淀川水系の水質（BOD75％値の経年変化）支川 

波介川上流

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

波介川橋 環境基準河川A類型

波介川下流

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

小野橋 環境基準河川B類型

日下川

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

国岡橋 環境基準河川A類型

柳瀬川

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

黒岩橋 環境基準河川A類型

坂折川

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

坂折沈下橋 環境基準河川A類型

宇治川

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

S59 S60 S61 S62 S63 H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17

音竹 環境基準河川C類型

環境基準河川 A 類型：2.0mg/L 

環境基準河川 B 類型：3.0mg/L 

環境基準河川 A 類型：2.0mg/L 

環境基準河川 A 類型：2.0mg/L 

環境基準河川 A 類型：2.0mg/L 

環境基準河川 C 類型：5.0mg/L 
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７．河川空間の利用状況 

7.1 河川の利用状況 

7.1.1 空間利用状況 

 河川水辺の国勢調査(平成 15 年度河川空間利用実態調査)では、仁淀川の年間河川

空間利用者総数(推計)は約 37 万人であり、沿川市区町村人口からみた年間平均利用

回数約 4.9 回／人となっている。 

 利用形態別では、水遊びが 48％と最も多く、全国的に見て、仁淀川の特徴といえる。

直轄区間延長あたりの利用者数は「夏の水遊び」全国３位、「年間を通した水遊び」

全国５位に入る。 利用場所別には、水際が 51％と最も多く、次いで高水敷が 25％と

両者で 76％となっている。 

 平成 15年度は平成 12年度と比べ、夏季の休日、平日が減少し、秋季、冬季の休日

が増加している。特に夏季の休日の利用者数が減少したのは、前回の調査日にイベン

トが開催されたためであり、年間利用者数は、約 15％減少した。利用形態別にみると、

散策等が増え、水遊びが減少している。 

  

 

表 7-1 仁淀川の年間河川空間利用状況 

 

 

 

 

 

利用状況の割合

平成12年度 平成12年度 平成15年度

散策等
33%

スポーツ 1%

水遊び
64%

釣り 2%
散策等
45%

スポーツ 1%

水遊び
48%

釣り 6%

堤防
11%

水面
11%

高水敷
22%

水際
56%

堤防
20%

水面
4%

高水敷
25% 水際

51%

平成15年度

年間推計値（千人）
項 目

区
分

利
用

形
態

別

利

用

場
所

別

スポーツ

釣り

水遊び

散策等

合計

合計

水面

水際

高水敷

堤防

3

9

279

144

435

4

22

179

165

370

50

241

97

47

435

16

188

92

74

370

利用状況の割合

平成12年度 平成12年度 平成15年度

散策等
33%

スポーツ 1%

水遊び
64%

釣り 2%
散策等
45%

スポーツ 1%

水遊び
48%

釣り 6%

堤防
11%

水面
11%

高水敷
22%

水際
56%

堤防
20%

水面
4%

高水敷
25% 水際

51%

平成15年度

年間推計値（千人）
項 目

区
分

利
用

形
態

別

利

用

場
所

別

スポーツ

釣り

水遊び

散策等

合計

合計

水面

水際

高水敷

堤防

3

9

279

144

435

4

22

179

165

370

50

241

97

47

435

16

188

92

74

370
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年 H.6 H.7 H.8 H.9 H.10 H.11 H.12 H.13 H.14 H.15

総漁獲高 288 274 277 246 255 222 201 197 179 155

魚類 275 261 265 243 253 220 197 195 178 153

アユ 216 215 221 198 199 169 154 155 145 124

魚類中
アユの割合

79% 82% 83% 81% 79% 77% 78% 79% 81% 81%

（単位：t） 

出典：高知県農林水産統計年報，中四国農政局高知統計情報事務所 
   愛媛県農林水産統計年報，中四国農政局愛媛統計情報事務所 

7.1.2 漁業 

 仁淀川には、面河川漁業協同組合と仁淀川漁業協同組合があり、３漁業権が許可さ

れている。 

 農林水産省の統計資料によると、仁淀川における平成 15 年の漁獲量は、合計 155t

で、そのうち魚類が 153t となっており、総漁獲高の 99％を占めている。また、最も

漁獲量の多い魚種は、アユ（124t）であり、総漁獲高の 80％を占めている。 

  

表 7-2 漁業権設定状況 

名称 所在地 漁業権の免許番号 設定区域 対象魚介類名 

内共第 513 号 
愛媛県境までの 

仁淀川本･支流 

アユ、ウナギ、コイ、

アマゴ、モクズガニ仁淀川漁業

協同組合 

高知県吾川郡い

の町 4055番地 5 
内共第 101 号 

河口～ 

高知市春野町大上
スジアオノリ 

面河川漁業

協同組合 

愛媛県上浮穴郡

久万高原町上黒

岩 2912 

内共第 15号 
愛媛県内の仁淀川

本･支流 

アユ、ウナギ、コイ、

アマゴ、ウグイ 

 

表 7-3 仁淀川の漁獲高経年変化(内水面漁業) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-1 漁業権設定状況 
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7.2 高水敷の利用状況 

 仁淀川では周辺が田園都市であることもあって、現在、河川敷の利用は、耕作地・

採草地に利用されるほかはほとんど例がなく、わずかに公園緑地が１件あるのみであ

る。 

仁淀川直轄管理区間の高水敷は、約 3,470 千ｍ2で、約 55％が民有地、約 45％が国

有地となっている。 

 国有地で公園緑地、採草地、耕作地等に利用されている面積は、1％未満である。

一方、民有地は、ほとんどが耕作地として利用されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-2 高水敷の利用形態 

 

仁淀川高水敷
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2民有地
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利用不可能
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49%

その他
35%

公園等
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3%
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水生生物調査

夏季の水遊び

夏季の水遊び

夏季の水遊び

水生生物調査

いの町民祭仁淀川まつり

水中こいのぼり 

いの町民祭仁淀川まつり

夏季の水遊び 

ハングライダー 

ジェットスキー サーフィン

弘岡

仁西 仁淀川河口

八天大橋 

波川

加田

図 7-3 仁淀川の河川利用状況 
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7.3 河川環境管理基本計画 

 (1) 仁淀川水系河川環境管理基本計画の理念 

 仁淀川の変化に富んだ自然の美しさと清き流れは、人々にやすらぎと自然の恵みを

与えてきた。その流域には、数多くの歴史、文化財が見られる。これらは、仁淀川と

人々との係りの深さ、歴史の長さを示している。このような仁淀川に対して、豊かな

自然環境が次世代に引き継がれるとともに、人と自然の織りなす川の文化が高められ、

訪れる人々にさらに広く活用される場となるような期待が増大している。 

 このような状況を踏まえ、仁淀川水系は流域に息づく多様な自然環境と都市域にお

ける人々の暮らしを結び、自然との共生を実感し、魅力ある地域の生活をつくり、交

流を促進する主軸としての機能を果たすことが期待されている。そこで、今日のこの

ような社会的背景を踏まえて、公共の資産である仁淀川水系の望ましいあり方を追求

するとともに、河川管理の原点に立ち、治水・利水機能との整合を図り、河川環境の

望ましいあり方を基本理念として「仁淀川水系河川環境管理基本計画」を国土交通省

が平成２年に策定している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自然とふれあいリフレッシュ我が恵みの仁淀川 

１．豊かな自然とのふれあいの場の創造 

渓谷、清流、緑に代表される豊かな大自然とふれあい、憩える

水辺空間を創造する。 

２．地域の活力を育む生き生き空間の創造 

人々が心身ともにリフレッシュできるアメニティー空間を創造

し、活力のあるふるさとづくりに寄与する。 

３．仁淀川の歴史と文化を学ぶ場の創造 

仁淀川流域に多く残っている治水・利水の歴史、沿川の産業や

各種文化等と川との係わりについて学びながら、自然環境とふ

れあえる場を創造する。 

基本テーマ 

基本理念 

図 7-4 仁淀川水系河川環境管理基本計画の基本理念 
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 (2) 仁淀川水系河川環境管理基本計画の拠点地区計画 

 拠点地区計画では「自然とふれあいリフレッシュ我が恵みの仁淀川」を実現すべく、

河川空間利用の中枢として、重点的に整備することが望ましい地区を拠点地区として

設定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 7-5 拠点地区イメージ図 
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８．河道特性 

8.1 河道特性 

仁淀川上流の河道は、石鎚山から愛媛県内では急峻なＶ字谷を刻み、割石川、直
なお

瀬
せ

川、

久万川、黒川等の支川を合流しながら流れる勾配の急な山間渓谷河川である。中流域の

河道は、蛇行を繰り返しながら土居川、坂
さか

折
おれ

川、上八川川等の支川をあわせ、山間地を

流れる大河となり、砂州を形成し、川沿いにわずかな集落が見られる。いの町加田付近

から下流の河道は、平野部の田園地帯を流下する区間で、沖積平野の間を蛇行しながら

流下している。この区間では、河床勾配が 1/1,000 程度と緩くなり、流れが安定し、瀬・

淵が連続して形成され、草地や河畔林、ワンド等環境が多様となり、生物の重要な生息

場となっている。 

仁淀川の河床勾配は、他河川と比較すると那賀川とよく似た傾向で、急流河川とな

っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-1 仁淀川の勾配 
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8.1.1 加田～伊野付近の河道特性 

加田～伊野付近の河床勾配は1/1100程度であり、川幅は300～500m程度である。また、

河床材料の代表粒径は約 26mm である。河道の平面形状は蛇行しており、14.0k 付近で大

きく湾曲し、支川日下川が合流する。 

加田のキャンプ場には夏になると多くの人が訪れる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.1.2 八田堰付近～中島付近の河道特性 

八田堰付近の河床勾配は 1/360 程度であり、八田堰のある 9.0k で 300ｍと川幅がせま

くなっている。また、河床材料の代表粒径は 30mm である。河道の平面形状は 6.0～9.0k

ではほぼ直線である。9.8k 付近で宇治川が合流する。 

八田堰下流では、帯状に河畔林が分布しており、砂州が発達し、瀬淵が連続して出現

する。中島地点(4.6k)の良好な瀬はアユの産卵が最も多い場所となっている。 
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8.1.3 河口域の河道特性 

0.0～3.0k付近の河床勾配は 1/1200程度であり、川幅は500～700m程度である。また、

河床材料の代表粒径は 24mm である。2.0k で波介川が合流する。 

河口右岸部の耕作地跡に河畔林が広がっており、砂州やワンド状の干潟が形成されて

いる。河口部には、波浪の影響などにより河口砂州が発達している。 
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8.2 河道の変遷 

仁淀川は、かつては流路が一定しておらず、洪水の度に流路は形を変えていた。

長宗我部元親や野中兼山らの治水事業を通じ、流路の固定が行われ、現在の河道と

なっている。昭和 22 年以降の河口及び河道の経年変化を航空写真で示し、図 8-2、

図 8-3 に載せる。これによると、河道には交互砂州が形成されているが、経年的に

大きな変化はみられない。 

直轄管理区間を区間別にみると、河口部は昭和 22～23 年は砂州が発達しており、昭和

55 年は左岸開口、平成 18 年には右岸開口となっている。河口部の砂州は、従来から、

波浪の影響により発達しており、平成 17 年～18年には５回の閉塞が発生している。 

0.0k～5.0k 区間では、砂州の形状に大きな変化は見られない。5.0k～10.0k 区間では、

昭和 22～23 年と昭和 44 年では、砂州の形状に変化が見られる。また、10.0k～15.0k

区間では、砂州の形状に、ほとんど変化は確認できない。 

次に、みお筋の経年変化を図 8-4 に示し、水衝部の横断図を経年的に重ねて図 8-5 に

示す。 

仁淀川においてはみお筋の変化はほとんどなく、水衝部は固定化されており、河床は

ほぼ安定している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

砂州発達 

左岸開口 

右岸開口 

昭和22～23年 

昭和55年 

平成18年 

図 8-2 河口砂州の変遷
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昭和22年、23年撮影

昭和44年5月撮影

昭和53年12月撮影

昭和48年12月撮影
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平成2年3月撮影
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図8-3(2) 仁淀川経年変化
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図 8-5 水衝部横断図の重ね合わせ
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8.3 河床の変遷 

 仁淀川の河床は、昭和 46 年以降の直轄管理区間でみると、昭和 46 年から昭和 55 年に

かけては、概ね安定していたが、その後昭和 61 年にかけて、砂利採取の再開もあり、河

床の低下傾向が見られた。昭和 61年以降、砂利採取の減少に伴い、ゆるやかな堆砂傾向

となってきており、近年の平成 9 年から平成 17年では、大幅な河床変動はみられず安定

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 8-7 年平均河床変動高

図 8-6 平均河床高縦断図
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９．河川管理の現状 

仁淀川においては、河川特性や地域の特性を踏まえつつ、洪水、高潮等による災害の

発生を防止し、河川が適正に利用され、流水の正常な機能を維持するとともに、仁淀川

の公共財産としての恵みを有効活用し、人と自然が共生する身近な公共の場とするため、

治水、利水、環境の総合的な観点から日々の河川管理を行っている。 

 

9.1 河川管理の現状 

(1) 施設管理 

災害の未然防止や護岸、樋門・樋管等の河川管理施設の機能を健全に維持す

るために、施設状況を把握するとともに、維持管理を行っている。 

また、橋梁、樋門・樋管、取水施設等の許可工作物について、各施設管理者を

通じ、施設状況を把握するとともに、定期的に巡視、立会点検を通じ、機能を  

充分に発揮できるよう指導・助言を行っている。 

さらに、堤防及び河道状況の把握のため、定期的な縦横断測量、航空写真に

よる管理を行っている。 

 

(2) 情報提供・画像提供 

洪水時の情報伝達を円滑に行い、災害の未然防止を図るため、ダム状況の把

握も合わせた情報伝達演習を定期的に行うとともに、洪水時の対応として必要

となる水防施設や災害対策車等の整備を行っている。 

また、地元関係機関への情報提供として洪水予報・警報や重要水防箇所など

を把握し、水防連絡会で周知するとともに、洪水ハザードマップ作成のための

浸水想定等データの提供を行っている。洪水時には、河川巡視を行い水防活動

に寄与する情報を提供している。 

さらに、ホームページと情報メディアを通じ、河川管理用カメラの映像を常

時提供している。 

 

(3) 水利用 

仁淀川の水利用は古くから鎌田、吾南用水等により農業用水を主体として利

用されてきた。昭和61年に補給施設として大渡ダムが完成しており、耕地のか

んがい及び高知市の水道用水に利用する等、適切な水利用を行っている。 
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(4) 水質 

仁淀川では、本川の全域が環境基準AA類型に指定され、環境基準を概ね満足

しており、良好な水質を維持しているものの、一部の支川では、流域の都市化

や産業活動に伴い白濁化等の水質悪化が問題となっており、水質浄化等を実施

している。また、水質調査を定期的に行い、状況把握に努めている。 

 

(5) 関係機関との連携 

水質を良好に保つことや水質事故発生時に迅速な対応を行うために、水質汚

濁防止連絡協議会を設置し、関係機関との緊密な連絡体制を構築している。ま

た、適正な水利用を進めるために河川流量や水質データの情報公開を行うとと

もに、渇水時においては渇水協議会により調整を図っている。 

 

(6) 河川美化 

家電リサイクル法や自動車リサイクル法等、近年再資源化を目的とした法律

が制定され廃棄物処理をめぐる問題がクローズアップされる中で、仁淀川では、

ゴミの不法投棄や放置車両の問題が多くなってきている。これに対し、巡視員

や河川モニターによる平常時の巡視によって、未然防止のための啓発、撤去等

の活動を行っている。 

また、河川愛護に関する地域住民への啓発活動を推進するとともに、地域住

民や市民団体、企業、愛護団体による河川清掃なども行われている。 

 

(7) 公共財産の管理 

河川管理施設の損傷防止や不法投棄の防止等を目的に、堤防天端、小段など

において、車輌を規制するための規制杭や注意標識を設置している。また、官

民境界の明確化やこれに関わる紛争を防止するため、境界杭または境界壁を設

置し、河川敷地の明確化に努めるとともに、公共財産の適正な管理を推進して

いる。 
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 仁淀川における直轄管理区間は表 9-1 の通りである。 

 

表 9-1 仁淀川水系の直轄管理区間 

河川名 自 至 
区間延長

（km） 

仁淀川 

左岸：高知県吾川郡いの町加田

字又四郎2473番の1地先 

右岸：高知県高岡郡日高村下分

字上ノ首2653番地先 

海に至る 15.43 

波介川 

左岸：高知県土佐市中島字東大

垣497番の5地先 

右岸：高知県土佐市用石字堂尻

山2349番の1地先 

仁淀川への合流点 2.23 

宇治川 

左岸：高知県吾川郡いの町枝川

字ケナシ301番地先 

右岸：高知県吾川郡いの町枝川

字ケナシ292番地先 

仁淀川への合流点 3.3 

日下川放水路 日下川からの分派点 仁淀川への合流点 5.0 

新宇治川 

放水路 
宇治川からの分派点 仁淀川への合流点 2.607 

仁淀川 

左岸：愛媛県上浮穴郡久万高原

町中津字ハシカケ2502番

の1地先 

右岸：愛媛県上浮穴郡久万高原

町柳井川字ミヤノカミ

6290番地先 

左岸：高知県吾川郡仁淀川

町大渡字ダバ100番

の1地先 

右岸：高知県吾川郡仁淀川

町高瀬字コガノキ97

番の3地先 

10.35 

大
渡
ダ
ム 

岩屋川 

左岸：高知県吾川郡仁淀川町別

枝字竹ノ前2575番のハの

1地先 

右岸：高知県吾川郡仁淀川町別

枝字石の内2551番のホの

5地先 

仁淀川への合流点 0.2 
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日下川放水路 波介川水門 新宇治川放水路 

9.2 河川管理施設 

仁淀川には河川管理施設として、堤防施設以外に支川及び堤内地の内水排除・逆流防

止により、土地の浸水、本川からの洪水を守るための施設等があり、適切な保守点検

を実施している。洪水時において操作を行う必要のある水門・樋門・排水機場などの

施設については、的確な操作が実施できるよう、操作環境の改善（遠隔化）及び施設

の動力化を行っている。 

河川管理施設数は表 9-2 のとおりである。 

 
表 9-2 河川管理施設数 

施 設 分 類 施 設 数 

水      門 2 

樋 門 ・ 樋 管 42 

排 水 機 場 5 

陸      閘 2 

堰 1 

浄 化 施 設 1 

その他工作物 2 

計 55 

 

 

9.3 許可工作物 

許可工作物については、出水期前に河川管理者立会により点検を実施している。 

許可工作物数は表 9-3 のとおりである。 

 
表 9-3 許可工作物数 

施 設 分 類 工 作 物 数 

水      門 0 

樋 門 ・ 樋 管 15 

排 水 機 場 1 

陸      閘 0 

堰 1 

橋      梁 26 

その他工作物 190 

計 233 
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9.4 水防体制 

9.4.1 河川情報の概要 

水防体制の充実を目指して観測施設の整備を図り、テレメーター等により速やかに河

川状況を把握し、集中監視のてきる体制を整えている。 

 

9.4.2 水防警報 

 仁淀川において、洪水による災害が起こりうる可能性があると認められたときは、水

防警報を発表し、水防団や近隣市町村の関係機関と協力して洪水被害の軽減に努めるよ

う体制を整えている。 

 

9.4.3 洪水予報 

仁淀川は洪水により地域の経済上重大な損害を生ずる恐れがある河川を指定する洪

水予報河川に指定されており、松山、高知地方気象台と共に、洪水予報（洪水注意報、

洪水警報、洪水情報の発表）を行い、周辺住民への適切な情報提供を実施している。 

 

9.4.4 水防訓練 

洪水時等の緊急時に迅速かつ的確な水防活動の充実を図るため、水防管理団体に水防

訓練への積極的な参加を要請し、必要に応じ水防工法等の指導・助言に努めている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観測所名 水防団待機水位（m） 氾濫注意水位（m） 避難判断水位（m） 氾濫危険水位（m）

伊野 5.00 6.60 7.70 8.15 

図9-1 仁淀川流域雨量及び水位観測所位置図 
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9.5 危機管理への取り組み 

 仁淀川の想定氾濫区域面積は、54km2（想定氾濫区域内人口約４万人、資産約4,675億

円）である。 

また、堤防等の施設を整備するだけではなく、住民の洪水に対する意識を高めるため、

水防法に基づき浸水想定区域を指定し、浸水深とともに公表し、周辺住民への情報提供

を行っている。さらに、仁淀川では災害情報普及支援室を設置し、ハザードマップ作成

のために情報提供を行っており、流域内の土佐市、いの町がハザードマップを作成して

いる。 

 また、光ファイバー等の活用による迅速な情報収集・伝達を行うとともに、河川管理

施設の遠隔操作化、ＣＣＴＶ等を用いての重要水防箇所等の空間監視等を行い、河川管

理体制の高度化・効率化を図り、迅速な情報提供や活動の支援を行っていく。また、洪

水時における河川巡視の強化、ＩＴ（情報技術）化の促進により、的確に対応していく

ものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図9-2 仁淀川浸水想定区域図 

 

表9-5 想定氾濫区域の諸元 

面  積 人  口 資 産 額 

54km2 約4.0万人 4,675億円 

- 83 -



 

9.6 地域連携 

 仁淀川では、流域住民と一体となった川づくりのために、「清流ルネサンス21」、「仁

淀川・宇治川・相
あい

生
おい

川清流ルネッサンスⅡ」、流域一斉水質調査、水生生物調査、「仁

淀川パートナーシップ」、「仁淀川わくわく会議」等様々な取り組みを行っている。 

 

表 9-6 地域と連携した取り組み 

名称 取り組み内容 

「清流ルネッサンス 21」 清流を復活させることを目的とし、関係機関協力のもと、地域

協議会を開催し、平成８年３月「宇治川清流ルネッサンス 21」を

策定。水水浄化施設の設置等により、宇治川（音竹地点）におい

て平成 12年に計画目標を達成し、生態系の多様化を確認。 

「仁淀川・宇治川・相生川

清流ルネッサンスⅡ」 

「第二期水環境改善緊急行動計画」のことで、主に相生川の水

環境の改善をはかるために幸町遊園地（地下設置）と仁淀川河川

敷に浄化施設を設置することを目的としている。 

流域一斉水質調査・水生生

物調査 

 一般の方々に身近な河川の水質状況を知ってもらうとともに、

河川の水質改善の必要性や河川愛護の重要性を認識してもらう

ことを目的に実施。 

「仁淀川パートナーシッ

プ」 

 

 

「高知海岸パートナーシ

ップ」 

 住民と行政が一体となって、清掃美化運動等を行い、環境の保

全を図るとともに、河川環境に対する住民意識の高揚を図ってい

る。 

  

 高知海岸南国工区（南国市十市地区）から新居工区（土佐市新

居地区）にかけた直轄海岸工事施工区域内において、清掃ボラン

ティア活動により海岸の散乱ゴミ等を取り除き、美しい海岸環境

を創る新しい取り組み。 

「仁淀川わくわく会議」 仁淀川を核として地域の活性化を図り、活力ある地域づくりを

進めるために、仁淀川に愛着を持っている人、利用している人、

恩恵を受けている人達が仲良くスクラムを組んで地域づくりの

会を作っている。 

 

  

 

 

 

 

 

水生生物調査 清掃ボランティア
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